
物流分野における適切な価格転嫁について

令 和 ６ 年 ９ 月 1 8 日 ( 水 )
観音寺商工会議所会館大ホール

四 国 支 所 取 引 課

時間外労働の上限規制等に関する説明会（香川労働局）
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本日の説明のポイント
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価格転嫁に関連する独占禁止法等による規制

各規制が適用される取引の範囲

「買いたたき」に関する考え方



独占禁止法による規制の全体像

優越的地位の濫用を効果的に規制

下
請
法

独占禁止法

不当な取引制限
価格カルテル、入札談合など

私的独占
有力事業者による不当な支配・排除

企業結合
競争を制限することとなる合併等

不公正な取引方法
再販売価格の拘束、排他条件付き取引

優越的地位の濫用、物流特殊指定など
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優越的地位の濫用や物流特殊指定に対する対処の状況（令和５年度）
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優越的地位の濫用に該当するおそれのある事案68件の注意（うち
物流取引19件）

書面調査及び立入調査の結果
を踏まえ、違反につながる行
為のあった荷主573名に文書
で注意喚起

独占禁止法の違反疑いの情報提供（申告）件数は、3,228件

荷主30,000社、
物流業者40,000社
荷主121名に対する立入調査

物流特殊指定の遵守状況の調査

受注者・受注者110,000社、
立入調査349件

独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に係るコスト
上昇分の価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査

協議せず取引価格を据え置く等の行
為が認められた事業者のうち、10社
の社名を公表

発注者8,175社に具体的な懸念事項
を明示して、文書で注意喚起
（うち道路貨物運送業460社）

下請法の申告件数は、112件

親事業者調査80,000名、
下請事業者調査330,000名

定期書面調査

勧告（公表）13件
指導8,268件

（措置件数のうち運輸業、郵便業495件）

優越的地位の濫用被疑事件について確約計画の認定（公表）２件



優越的地位の濫用になり得る行為類型は次のとおりです。

優越的地位の濫用とは（概要）
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優越的地位の濫用とは（令和6年1月25日公表の事例）
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優越的地位の濫用とは（「優越的地位」という要件）
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親事業者と下請事業者と取引（下請取引）について、親事業者に義務を課し、一定の行為を禁止しています。

下請法とは（概要）
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下請法とは（令和6年３月15日公表の事例）



下請法とは（「役務提供委託」）
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物流特殊指定と下請法の関係
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物流特殊指定が適用される取引（資本金区分）
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物流特殊指定が適用される取引（子会社を介して委託する場合の特例）
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物流特殊指定で禁止される行為（概要）
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物流特殊指定で禁止される行為（注意喚起した実際の事例）
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出所：「令和４年度における荷主と物流事業者との取引に関する調査結果及び優越的地位の濫用事案の処理状況について」
から抜粋



物流特殊指定で禁止される行為（転嫁円滑化施策パッケージ）
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要請した
（労務費）



物流特殊指定で禁止される行為（労務費指針）

17出所：内閣官房・公正取引委員会 令和５年11月「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針について」

公表資料の例

要請した
（労務費）

要請した
（労務費以外）

要請しな
かった



最後に（各規制が適用される取引の範囲と違反行為への対処）
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「資本金区分」

一定の「委託取引」
（役務は「再委託」）

物流特殊指定下請法

優越的地位の濫用

「優越的地位」

従わない場合…

「運送又は保管」

「資本金区分」

● 勧告（下請法第７条）





ご清聴あり
がとうござ
いました。


